
規

則

福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
二
十
号

福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則(

昭
和
六
十
三
年
福
島
県
規
則
第
三
十
号)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

資
金
は
、
条
例
第
一
条
に
規
定
す
る
建
設
事
業
及
び
石
綿
に
よ
る
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に
係

る
被
害
の
防
止
に
資
す
る
事
業
の
た
め
の
公
共
施
設
等
整
備
事
業
枠
と
、
同
条
に
規
定
す
る
市
町
村

財
政
の
健
全
化
に
資
す
る
事
業
の
た
め
の
財
政
健
全
化
事
業
枠
と
に
区
分
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中｢

含
む
。｣

の
下
に｢

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
を
除
き
、｣

を
加
え
る
。

附
則
第
九
項
中｢

準
過
疎
地
域
振
興
枠
の
部
建
設
事
業
の
項
に
規
定
す
る
準
過
疎
地
域
振
興
枠
建
設

事
業
対
象
町
村｣

を｢

公
共
施
設
等
整
備
事
業
枠
の
部
準
過
疎
地
域
振
興
事
業
の
項
に
規
定
す
る
準
過

疎
地
域
振
興
事
業
対
象
町
村｣

に
、｢

準
過
疎
地
域
振
興
枠
の
部
建
設
事
業
の
項
各
号｣

を｢

公
共
施

設
等
整
備
事
業
枠
の
部
準
過
疎
地
域
振
興
事
業
の
項
各
号｣

に
、｢

一
般
事
業
枠
又
は
準
過
疎
地
域
振

興
枠
の
部
建
設
事
業
の
項｣

を｢

公
共
施
設
等
整
備
事
業
枠
の
部
準
過
疎
地
域
振
興
事
業
の
項｣

に
、

｢

準
過
疎
地
域
振
興
枠
に｣

を｢

公
共
施
設
等
整
備
事
業
枠
に｣

に
改
め
る
。

附
則
第
十
項
及
び
第
十
一
項
を
削
る
。

附
則
第
十
二
項
中｢

前
項
の
表
１
の
項｣

を｢

別
表
第
一｣

に
、｢

特
定
市
町
村
緊
急
財
政
健
全
化

事
業
枠｣

を｢

特
定
市
町
村
緊
急
財
政
健
全
化
事
業
に
係
る
資
金｣

に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
十
項
と

す
る
。

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一(

第
二
条
関
係)

貸

付

対

象

事

業

区

分

事
業
名

事

業

内

容

公
共
施
設
等
整
備

一
般
事
業

次
の
各
号(

第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
に
あ

事
業
枠

つ
て
は
、
建
設
事
業
に
限
る
。)

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

事
業

一

交
通
通
信
施
設
の
整
備
に
係
る
事
業

二

教
育
文
化
施
設
の
整
備
に
係
る
事
業

三

厚
生
福
祉
施
設
の
整
備
に
係
る
事
業

四

産
業
振
興
施
設
の
整
備
に
係
る
事
業

五

石
綿
に
よ
る
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に
係
る
被
害
の

防
止
に
資
す
る
事
業
の
う
ち
知
事
が
別
に
定
め
る
事
業

六

そ
の
他
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
る
事
業

特
別
事
業

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
業

一

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律(

平

成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
。
以
下｢

健
全
化
法｣

と
い

う
。)

第
四
条
第
一
項
の
財
政
健
全
化
計
画
又
は
市
町
村

財
政
計
画(

知
事
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
市
町
村
が

策
定
し
た
計
画
を
い
う
。)

を
策
定
し
て
い
る
市
町
村

(

以
下｢

財
政
計
画
策
定
市
町
村｣

と
い
う
。)

が
実
施

す
る
事
業

二

市
町
村
の
合
併(

二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
若

し
く
は
一
部
を
も
つ
て
市
町
村
を
置
き
、
又
は
市
町
村
の

区
域
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
他
の
市
町
村
に
編
入
す
る

こ
と
で
市
町
村
の
数
の
減
少
を
伴
う
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。)

に
よ
り
設
置
さ
れ
、
又
は
他
の
市
町
村
の
区
域

の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
編
入
し
た
市
町
村(

以
下｢

合

併
市
町
村｣

と
い
う
。)

が
実
施
す
る
事
業
の
う
ち
当
該

市
町
村
の
合
併
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
会
計
年
度
か
ら

こ
れ
に
続
く
十
会
計
年
度
ま
で
の
間
に
実
施
す
る
事
業

三

知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
合
併
重
点
支
援
地

平成21年３月24日 火曜日 福 島 県 報 号外第16号1

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

一



域
と
し
て
指
定
し
た
地
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村

(

以
下｢

合
併
重
点
支
援
地
域
市
町
村｣

と
い
う
。)

が

当
該
指
定
し
た
地
域
に
お
い
て
実
施
す
る
事
業
又
は
地
方

自
治
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
廃
置
分

合
の
申
請
後
の
当
該
申
請
に
係
る
合
併
に
係
る
市
町
村

(

市
町
村
の
合
併
に
よ
り
そ
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が

合
併
市
町
村
の
一
部
と
な
る
市
町
村
に
限
る
。
以
下｢

合

併
関
係
市
町
村｣

と
い
う
。)

が
実
施
す
る
事
業
の
う
ち

平
成
二
十
一
年
度
ま
で
の
間
に
実
施
す
る
事
業

四

石
綿
に
よ
る
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に
係
る
被
害
の

防
止
に
資
す
る
事
業
の
う
ち
知
事
が
別
に
定
め
る
事
業

準
過
疎
地

次
の
各
号(

第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
に
あ

域
振
興
事

つ
て
は
、
建
設
事
業
に
限
る
。)

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

業

事
業

一

交
通
通
信
施
設
の
整
備
に
係
る
事
業

二

教
育
文
化
施
設
の
整
備
に
係
る
事
業

三

厚
生
福
祉
施
設
の
整
備
に
係
る
事
業

四

産
業
振
興
施
設
の
整
備
に
係
る
事
業

五

そ
の
他
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
る
事
業

財
政
健
全
化
事
業

公
債
費
負

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
業

枠

担
軽
減
事

一

こ
の
基
金
の
貸
付
金
以
外
の
資
金
に
よ
り
起
こ
し
た
地

業

方
債(

以
下｢

通
常
債｣

と
い
う
。)
の
う
ち
貸
付
利
率

が
知
事
が
別
に
定
め
る
基
準
以
上
で
あ
る
地
方
債
の
借
換

え
二

附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
市
町
村
財
務
処
理
緊
急

適
正
化
事
業
枠
及
び
特
定
市
町
村
緊
急
財
政
健
全
化
事
業

枠(

福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則(

平
成
二
十
一
年
福
島
県
規
則
第
二
十
号)

に

よ
る
改
正
前
の
福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則
附
則

第
十
一
項
に
規
定
す
る
事
業
枠
を
い
う
。)

と
し
て
貸
し

付
け
た
貸
付
金
に
よ
り
起
こ
し
た
地
方
債(

以
下｢

特
定

基
金
地
方
債｣

と
い
う
。)

の
う
ち
そ
の
最
終
の
償
還
期

日
の
属
す
る
会
計
年
度
に
お
い
て
知
事
が
特
別
に
認
め
る

地
方
債
の
借
換
え

公
社
等
経

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
業

営
健
全
化

一

市
町
村
の
将
来
負
担
比
率(

健
全
化
法
第
二
条
第
四
号

事
業

に
規
定
す
る
将
来
負
担
比
率
を
い
う
。)

の
計
画
的
な
低

減
に
資
す
る
た
め
、
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法

律(

昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号)

第
十
条
又
は
第

十
三
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
が
設
立
し
、
又
は
出

資
し
た
土
地
開
発
公
社(

以
下
単
に｢

土
地
開
発
公
社｣

と
い
う
。)

か
ら
土
地
を
取
得
す
る
事
業

二

地
方
公
営
企
業
法
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
同
法
の
規
定
の
全
部
又
は
一
部
を
適
用
す
る
病
院

事
業(

以
下
単
に｢

病
院
事
業｣

と
い
う
。)

を
経
営
す

る
市
町
村(

病
院
事
業
を
一
部
事
務
組
合
が
経
営
す
る
場

合
に
お
け
る
当
該
一
部
事
務
組
合
を
組
織
す
る
市
町
村
を

含
む
。)

が
実
施
す
る
事
業
の
う
ち
当
該
病
院
事
業
に
係

る
資
金
不
足
比
率(

健
全
化
法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
資
金
不
足
比
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
計
画

的
な
低
減
に
資
す
る
事
業

三

知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
策
定
し
た
公
立
病

院
改
革
プ
ラ
ン(

以
下
単
に｢

公
立
病
院
改
革
プ
ラ
ン｣

と
い
う
。)

に
基
づ
い
て
市
町
村
が
実
施
す
る
当
該
公
立

病
院
改
革
プ
ラ
ン
に
係
る
病
院
事
業
の
経
営
健
全
化
事
業

特
定
市
町

地
方
財
政
法
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該

村
緊
急
財

当
す
る
場
合
に
お
け
る
事
業(

平
成
二
十
一
年
度
に
実
施
す

政
健
全
化

る
事
業
に
限
る
。)

の
う
ち
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
る
事

事
業

業(

公
債
費
負
担
軽
減
事
業
又
は
公
社
等
経
営
健
全
化
事
業

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。)

別
表
第
二(

第
二
条
関
係)

区

分

対
象
事
業

対

象

市

町

村

公
共
施
設
等
整
備

一
般
事
業

全
て
の
市
町
村(

一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に

事
業
枠

お
い
て
同
じ
。)

(

実
質
公
債
費
比
率(

地
方
財
政
法
第
五

条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
値
を
い

う
。
以
下
同
じ
。)

が
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
市
町
村
に

あ
つ
て
は
、
財
政
計
画
策
定
市
町
村
に
限
る
。)

特
別
事
業

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
市
町
村

一

財
政
計
画
策
定
市
町
村

二

合
併
市
町
村(

実
質
公
債
費
比
率
が
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
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以
上
の
市
町
村(

以
下｢

特
定
市
町
村｣

と
い
う
。)

に

あ
つ
て
は
、
財
政
計
画
策
定
市
町
村
に
限
る
。)

三

合
併
重
点
支
援
地
域
市
町
村
又
は
合
併
関
係
市
町
村

(

特
定
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
財
政
計
画
策
定
市
町
村
に

限
る
。)

準
過
疎
地

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
町
村
の
う
ち
、
準
過
疎

域
振
興
事

地
域
自
立
促
進
計
画(

知
事
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
町

業

村
が
策
定
し
た
準
過
疎
地
域
に
お
け
る
自
立
の
促
進
に
関
す

る
計
画
を
い
う
。)

を
策
定
し
、
当
該
計
画
に
基
づ
い
て
別

表
第
一
に
規
定
す
る
準
過
疎
地
域
振
興
事
業
を
実
施
す
る
町

村(

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
過
疎
地
域
を
そ
の
区
域
と
す
る
町
村
を
除
く
。
以
下

｢
準
過
疎
地
域
振
興
事
業
対
象
町
村｣

と
い
う
。)

一

平
成
十
年
度
の
財
政
力
指
数(

地
方
交
付
税
法
第
十
四

条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
基
準
財
政
収
入
額
を
同
法
第

十
一
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
基
礎
財
政
需
要
額
で
除

し
て
得
た
数
値
で
当
該
年
度
を
含
む
過
去
三
箇
年
度
に
係

る
も
の
を
合
算
し
た
も
の
の
三
分
の
一
の
数
値
を
い
う
。

以
下
同
じ
。)

が
〇
・
四
二
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
次
の

い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
町
村(

特
定
市
町
村
で
あ

る
町
村
に
あ
つ
て
は
、
財
政
計
画
策
定
市
町
村
で
あ
る
町

村
に
限
る
。)

ア

昭
和
三
十
五
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
と

平
成
七
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
と
に
よ
り

算
定
し
た
人
口
減
少
率(

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に

｢

人
口
減
少
率｣

と
い
う
。)

が
〇
・
二
五
以
上
〇
・

三
未
満
で
あ
る
こ
と
。

イ

人
口
減
少
率
が
〇
・
二
以
上
〇
・
二
五
未
満
で
あ
り
、

か
つ
、
平
成
七
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
に

対
す
る
当
該
人
口
の
う
ち
六
十
五
歳
以
上
の
人
口
の
比

率
が
〇
・
一
九
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ウ

人
口
減
少
率
が
〇
・
二
以
上
〇
・
二
五
未
満
で
あ
り
、

か
つ
、
平
成
七
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
に

対
す
る
当
該
人
口
の
う
ち
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満
の

人
口
の
比
率
が
〇
・
一
八
以
下
で
あ
る
こ
と
。

エ

昭
和
四
十
五
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
と

平
成
七
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
と
に
よ
り

算
定
し
た
人
口
減
少
率
が
〇
・
一
六
以
上
〇
・
一
九
未

満
で
あ
る
こ
と
。

二

平
成
十
二
年
度
の
財
政
力
指
数
が
〇
・
四
二
以
下
で
あ

り
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
町
村

(

特
定
市
町
村
で
あ
る
町
村
に
あ
つ
て
は
、
財
政
計
画
策

定
市
町
村
で
あ
る
町
村
に
限
る
。)

ア

昭
和
四
十
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
と
平

成
十
二
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
と
に
よ
り

算
定
し
た
人
口
減
少
率(

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に

｢

人
口
減
少
率｣

と
い
う
。)

が
〇
・
二
五
以
上
〇
・

三
未
満
で
あ
る
こ
と
。

イ

人
口
減
少
率
が
〇
・
二
以
上
〇
・
二
五
未
満
で
あ
り
、

か
つ
、
平
成
十
二
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口

に
対
す
る
当
該
人
口
の
う
ち
六
十
五
歳
以
上
の
人
口
の

比
率
が
〇
・
一
九
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ウ

人
口
減
少
率
が
〇
・
二
以
上
〇
・
二
五
未
満
で
あ
り
、

か
つ
、
平
成
十
二
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口

に
対
す
る
当
該
人
口
の
う
ち
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

の
人
口
の
比
率
が
〇
・
一
八
以
下
で
あ
る
こ
と
。

エ

昭
和
五
十
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
と
平

成
十
二
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
と
に
よ
り

算
定
し
た
人
口
減
少
率
が
〇
・
一
六
以
上
〇
・
一
九
未

満
で
あ
る
こ
と
。

財
政
健
全
化
事
業

公
債
費
負

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
市
町
村

枠

担
軽
減
事

一

特
定
市
町
村
の
う
ち
財
政
計
画
策
定
市
町
村

業

二

特
定
基
金
地
方
債
の
借
換
え
を
前
提
と
す
る
自
主
的
財

政
再
建
計
画
又
は
自
主
的
な
財
政
の
健
全
化
の
た
め
の
計

画(

以
下
こ
れ
ら
を｢

自
主
的
財
政
健
全
化
計
画｣

と
い

う
。)

を
策
定
し
、
及
び
住
民
に
対
し
当
該
自
主
的
財
政

健
全
化
計
画
の
公
表
を
行
つ
た
市
町
村

公
社
等
経

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
市
町
村

営
健
全
化

一

土
地
開
発
公
社
の
債
務
に
つ
い
て
の
保
証
契
約
に
係
る

事
業

債
務
負
担
行
為
を
し
て
い
る
市
町
村
の
う
ち
財
政
計
画
策

定
市
町
村

二

資
金
不
足
比
率
が
健
全
化
法
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規

定
す
る
経
営
健
全
化
基
準
以
上
で
あ
る
病
院
事
業
の
資
金

不
足
比
率
を
低
減
さ
せ
る
た
め
の
事
業
計
画
を
策
定
し
て

い
る
市
町
村(

一
部
事
務
組
合
を
組
織
す
る
市
町
村
を
含
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む
。)

三

公
立
病
院
改
革
プ
ラ
ン
を
策
定
し
て
い
る
市
町
村(

公

立
病
院
改
革
プ
ラ
ン
を
策
定
し
て
い
る
一
部
事
務
組
合
を

組
織
す
る
市
町
村
を
含
む
。)

特
定
市
町

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
市
町
村

村
緊
急
財

一

平
成
十
九
年
度
の
決
算
に
お
い
て
健
全
化
法
第
八
条
第

政
健
全
化

一
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
市
町
村
又
は
平

事
業

成
二
十
年
度
以
降
の
決
算
に
お
い
て
同
項
本
文
に
規
定
す

る
場
合
に
該
当
し
、
若
し
く
は
該
当
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
市
町
村

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
市
町
村

ア

健
全
化
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
政
健
全
化

計
画
を
定
め
て
い
る
市
町
村

イ

次
の
事
項
に
つ
い
て
定
め
た
条
例
を
制
定
し
て
自
主

的
に
財
政
の
健
全
化
を
実
施
す
る
市
町
村

�

議
会
の
議
決
を
経
て
自
主
的
財
政
健
全
化
計
画
を

策
定
す
る
こ
と
。

�

自
主
的
財
政
健
全
化
計
画
及
び
そ
の
進
ち
よ
く
状

況
を
住
民
に
公
表
す
る
こ
と
。

備
考

こ
の
表
に
規
定
す
る
数
値(

実
質
公
債
費
比
率
を
除
く
。)
を
算
定
す
る
場
合
の
端
数
処

理
に
つ
い
て
は
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
施
行
令(

平
成
十
二
年
政
令
第
百
七
十
五

号)

第
三
条
の
例
に
よ
る
。

別
表
第
三(

第
三
条
関
係)

区

分

対
象
事
業

貸

付

利

率

償

還

期

間

公
共
施
設
等
整
備

一
般
事
業

貸
付
日
に
お
け
る
財
政
融
資
資
金
法

十
年(

う
ち
据
置
期

事
業
枠

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
号)

第

間
一
年)

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
財
政
融

資
資
金
が
地
方
公
共
団
体
に
対
し
普

通
地
方
長
期
資
金
と
し
て
貸
し
付
け

ら
れ
る
場
合
の
貸
付
利
率
の
う
ち
償

還
期
間
十
年

(

う
ち
据
置
期
間
一

年)

の
元
利
均
等
年
賦
償
還
に
対
応

す
る
貸
付
利
率(

以
下｢

財
政
融
資

資
金
の
貸
付
利
率｣

と
い
う
。)

特
別
事
業

貸
付
日
に
お
け
る
財
政
融
資
資
金
の

十
年(

う
ち
据
置
期

貸
付
利
率
の
二
分
の
一
の
利
率
。
た

間
一
年)

。
た
だ
し
、

だ
し
、
財
政
計
画
策
定
市
町
村
、
合

財
政
計
画
策
定
市
町

併
市
町
村
、
合
併
重
点
支
援
地
域
市

村
、
合
併
市
町
村
、

町
村
及
び
合
併
関
係
市
町
村
が
実
施

合
併
重
点
支
援
地
域

す
る
事
業
の
う
ち
知
事
が
特
に
必
要

市
町
村
及
び
合
併
関

と
認
め
る
事
業
に
係
る
も
の
は
、
無

係
市
町
村
が
実
施
す

利
子
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
事
業
に
係
る
も
の

は
、
十
年(

う
ち
据

置
期
間
一
年)

又
は

十
五
年(

う
ち
据
置

期
間
二
年)

準
過
疎
地

貸
付
日
に
お
け
る
財
政
融
資
資
金
の

十
年

域
振
興
事

貸
付
利
率
の
二
分
の
一
の
利
率

業

財
政
健
全
化
事
業

公
債
費
負

一

通
常
債
の
借
換
え
に
あ
つ
て
は
、
借
換
え
を
行
お
う
と

枠

担
軽
減
事

貸
付
日
に
お
け
る
財
政
融
資
資
金

す
る
地
方
債
の
最
終

業

の
貸
付
利
率
の
二
分
の
一
の
利
率

の
償
還
期
日
の
属
す

二

特
定
基
金
地
方
債
の
借
換
え
に

る
年
度
の
三
月
二
十

あ
つ
て
は
、
貸
付
日
に
お
け
る
財

五
日
ま
で
の
期
間

政
融
資
資
金
の
貸
付
利
率(

知
事

(

特
定
基
金
地
方
債

が
特
に
認
め
る
場
合
は
、
当
該
貸

の
借
換
え
の
う
ち
知

付
利
率
以
下
の
利
率
で
知
事
が
別

事
が
特
に
必
要
と
認

に
定
め
る
利
率)

め
る
場
合
は
、
十
年

又
は
十
五
年)

公
社
等
経

貸
付
日
に
お
け
る
財
政
融
資
資
金
の

十
年(

う
ち
据
置
期

営
健
全
化

貸
付
利
率
の
二
分
の
一
の
利
率

間
一
年)

事
業

特
定
市
町

貸
付
日
に
お
け
る
財
政
融
資
資
金
の

十
五
年

村
緊
急
財

貸
付
利
率
の
二
分
の
一
の
利
率

政
健
全
化

事
業

備
考１

初
年
度
の
利
息
は
、
日
割
り
計
算
の
方
法
に
よ
り
貸
付
日
の
翌
日
か
ら
計
算
す
る
も
の
と
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す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
閏

じ
ゆ
ん
年
に
あ
つ
て
は
、
一
年
を
三
百
六
十
六
日
と
し
て
計
算
す

る
。

２

こ
の
表
に
規
定
す
る
貸
付
利
率
を
算
定
す
る
場
合
に
、
当
該
貸
付
利
率
に
小
数
点
第
三
位

以
下
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
利
率
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
貸
し
付
け
ら
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規

則
第
二
条
第
一
項
の
一
般
事
業
枠
、
特
別
事
業
枠
及
び
準
過
疎
地
域
振
興
枠
並
び
に
附
則
第
十
一
項

の
特
定
市
町
村
緊
急
財
政
健
全
化
事
業
枠
に
係
る
改
正
後
の
福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則
第

一
条
に
規
定
す
る
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(

市
町
村
財
政
課)
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